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道路ストックの増加と諸指標の推移

道路交通及び社会経済諸指標の推移（1965年を1とする指数）
※道路延長は、市町村道を除く改良済み道路のみ

• 自動車交通量、自動車保有台数は急速に増加
• 一方で、改良済み道路延長の伸びは、需要の伸びに十分対応するには至っていない

１．これまでのネットワーク整備
の経緯と評価
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国土交通省「陸運統計要覧」、日本自動車工業界「自動車統計月報」、内閣府経済社会総合研究所「国民経済計算年報」（各年
版）、国土交通省「道路統計年報」、総務省「国勢調査報告」より作成
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高規格幹線道路の整備目標と供用延長の伸び

日本道路公団設立

国土開発縦貫自動車道建設法成立

名神高速（小牧～西宮）に施工命令

名神高速（栗東～尼崎）が供用

7,600kmの幹線自動車道路網計画

（第４次五箇年計画）

国土開発幹線自動車道建設法制定

首都圏の３環状９放射を位置付け

（第５次五箇年計画）

東名道が全線開通

新全総で7,600km+9,000kmの構想

道路審議会 料金プール制の答申

三全総で約１万kmの高規格幹線道路網の形成

道路審議会14,000kmのネットワークが必要との答

申、四全総に位置付け

本四連絡橋 児島坂出ルート開通

ETC運用開始

道路関係四公団民営化関連法制定

S31
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S32
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S44
S44
S47
S52
S62

S63
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H16

• 計画に基づき、着実に整備を進めてきた結果、現在、８８１４ｋｍ（Ｈ１７末見込み）が供用
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第9次（S58～63）の目標
4,300km供用

第7次（S48～58）の目標
7,600km供用

第10次（S63～H12）の目標
9,000km供用

第10次（S63～H4）の目標
6,000km供用

第8次（S52～57）の目標
3,500km供用

第4次（S39～55）の目標
7,600km供用

17

第12次（H10～14）の目標
8,600km供用

高規格幹線道路の整備目標と供用延長
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高規格幹線道路の整備率

•現在、14,000kmの計画のうち、63%が供用済み（見込み）。残る区間についても、早期の供用を目指して

整備を進める

供用済み
63%

事業中
24%

未供用
13%

注）供用中・事業中には高規格幹線道路に並行する一
般国道の自動車専用道路を含む

平成17年度末の整備率（見込み）
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高規格幹線道路の目標整備水準に対する現状の評価

昭和62年道路審議会答申

「高規格幹線道路の路線要件」

①地域の発展の拠点となる地方の中心都市を効率的に連絡し、地域相互の交流の円滑化に資す
るもの

②大都市圏において、近郊地域を環状に連絡し、都市交通の円滑化と広域的な都市圏の形成に
資するもの

③重要な空港・港湾と高規格幹線道路を連絡し、自動車交通網と空路・海路の有機的結合に資す
るもの

④全国の都市・農村地区からおおむね１時間以内で到達し得るネットワークを形成するために必

要なもので、全国にわたる高速交通サービスの均てんに資するもの

⑤既定の国土開発幹線自動車道等の重要区間における代替ルートを形成するために必要なもの
で、災害の発生等に対し、高速交通システムの信頼性の向上に資するもの

⑥既定の国土開発幹線自動車道等の混雑の著しい区間を解消するために必要なもので、高速交
通サービスの改善に資するもの

•14,000kmの現行計画策定時に設定された「路線要件」に基づき、高規格幹線道路網の現状を検証



5

1955年

0 5 10（時間）0 5 10（時間）

1980年

0 5 10（時間）0 5 10（時間）

2002年

0 5 10（時間）0 5 10（時間）

① 地方の中心都市を効率的に連絡し、地域相互の交流の円滑化に資する(1)

・高規格幹線道路ネットワークの整備に伴い、日本の時間地図は大きく短縮したものの、整備が進んでいない
地域ではいびつな地図となっている地域が残る

出典：東京大学社会基盤学専攻地域／情報研究室
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•現在の交通のうち、高規格幹線道路等を利用するトリップは全体の１３％程度
•一方、比較的長距離の５０km以上のトリップは全体の約1/4存在

•高規格幹線道路等を利用しやすくすることにより、利用を高め、地域間交流の円滑化に資することが期
待できる。

① 地方の中心都市を効率的に連絡し、地域相互の交流の円滑化に資する(2)

～10km, 22.6%

10～30km,
38.7%

30～50km,
15.1%

50～100km,
12.4%

100km～, 11.2%

全トリップのうち規格の高い道路を利用する割合

全トリップのトリップ長分布

※データ：H11道路交通センサス
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②大都市圏の環状道路

東 京
ロンドン

パ リ

北 京

首都圏中央連絡自動車道

東京外かく環状道路

中央環状線

計画延長 供用延長 整備率 備　　　考

東京 518km 122km 24% 2004年度末現在

ロンドン 188km 188km 100% 2003年現在

パリ 313km 262km 84% 2004年２月現在

北京 436km 379km 87% 2005年７月現在

出典）東京：国土交通省

　　　　ロンドン：The M25 ORBITAL MOTORWAY (Department of Transport)

　　　　パリ：イル・ド・フランス地方道路インフラ計画課

　　　　北京：北京高速公路工程建設情況介紹（北京市首都公路発展有限責任公司）

• 首都圏における環状道路の整備率は現在２４％と海外主要都市に比べ著しく遅れている。
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③重要な空港・港湾との連絡

• 空港・港湾と高規格幹線道路網とのアクセスは、近年大きく向上したものの、国際比較においては遅れが
ある

※拠点的な空港・港湾への道路アクセス率
：高規格幹線道路、地域高規格道路又はこれらに
接続する自動車専用道路のインターチェンジ等から
10分以内に到達が可能な拠点的な空港・港湾の
割合

94%
88%

75%
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55%
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日本(H16末)欧州（H13末）アメリカ（H13末）

空港

港湾

注）対象空港：日本／第１種空港及び国際定期便が就航している第２種空港。

　　　　　　：欧米／国際定期便が就航している空港。
　　対象港湾：日本／総貨物取扱量が年間1,000万ｔ以上又は国際貨物取扱量が年間500万ｔ以上の重要港湾
　　　　　　　　　　及び特定重要港湾（国際コンテナ航路、国際フェリー航路及び内貿ユニット航路のい

　　　　　　　　　　ずれも設定されていないものを除く）。
　　　　　　：欧州／総貨物取扱量が年間1,000万ｔ以上の港湾。
　　　　　　：米国／総貨物取扱量が年間1,000万ｔ以上又は国際貨物取扱量が年間500万ｔ以上の港湾。

　空港及び港湾合計

91%
空港及び港湾合計

84%
空港及び港湾合計

61%

【拠点的な空港・港湾への道路アクセス率※の推移】
（平成元年度末～19年度末）

25.0% 26.2%
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【 拠点的な空港・港湾への道路アクセス率※の国際比較 】
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④全国の都市・農村地区から概ね１時間以内のアクセス

 

30～60分
14%

90分～
2%

～30分

84%

 

～30分
90%

90分～
1%

30～60分
9%

〈現状（平成16年度末）〉 〈将来（14,000km完成時）〉

３次メッシュ（夜間人口）中心から高規格幹線道路ICまでの１時間カバー圏域図

【人口】

• 平成１６年度末までに、高規格幹線道路への１時間アクセス可能人口は９８％、アクセス可能面積は居住
地面積の８９％（離島を除く集計）

• 14,000km完成時には、高規格幹線道路への全国１時間アクセス可能人口、面積（居住地ベース、離島を

除く）がほぼ１００％に

約120万人14,000km供用時

約300万人現状（H16年度）

1時間アクセス非達成人口

（居住地ベース、離島を除く）

～30分

63%

90分～
11%

30～60分

26%

30～60分
19%

90分～

4%

～30分
77%

〈現状（平成16年度末）〉 〈将来（14,000km完成時）〉

【面積】

時間帯別カバー圏域割合
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通行止通行止

⑤災害等の発生に対する代替ルートの形成

地域の中心都市

（三大都市＋札幌市・仙台市・広島市・高松市・福岡市）

複数ルートが確保されている県庁所在市

複数ルートが確保されていない県庁所在市

地域の中心都市

（三大都市＋札幌市・仙台市・広島市・高松市・福岡市）

複数ルートが確保されている県庁所在市

複数ルートが確保されていない県庁所在市

地域の中心都市

（三大都市＋札幌市・仙台市・広島市・高松市・福岡市）

複数ルートが確保されている県庁所在市

複数ルートが確保されていない県庁所在市

地域の中心都市

（三大都市＋札幌市・仙台市・広島市・高松市・福岡市）

複数ルートが確保されている県庁所在市

複数ルートが確保されていない県庁所在市
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●広島自動車道
（広島北～広島西風新都）
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山口

広島

約９０％14,000km供用時

約２０％現状（H16年度）

•広域的な拠点都市への複数ルートが確保されている県庁所在市の割合は約２割に過ぎない

●山陽自動車道（徳山東～徳山西）
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平成１７年９月の台風１４号に伴う土砂崩落により山陽道岩国ＩＣ～玖珂ＩＣ
が通行止めとなり、中国道が迂回路として機能。
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⑥混雑の著しい区間の解消
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東日本高速道路㈱ホームページより

• 高速道路の渋滞は、拡幅事業やＥＴＣの普及等の効果もあって、平成９年をピークに減少傾向
• 平成１６年の実績は平成元年程度の水準
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求められる交通ネットワークの機能（案）

こうした状況下で効率のよい社会をつくるために、
サービスや資源を広域的に効率よく共有するための交通が必要

【社会・経済の動向】
人口減少・少子高齢化、投資余力の減少、地域社会の衰退

アジアとの関係の深まり、国際的な競争力強化の要請

より安全・安心快適な暮らしへのニーズの高まり 等

•経済活動を支える 金融、貿易、研究機関等のサービス
•生活に必要な消費、医療、福祉、教育、文化、行政などのサービス
•人材、材料、エネルギー、工業製品、食料等の産業的資源
•地域の自然や歴史、文化等の風土的資源

参考：新しい国のかたち「二層の広域圏」を支える総合的な交通体系

多様なサービス・資源の共有構造に対応する
多層的な移動・交流・連携のための交通ネットワークが必要

等

地域的な生活圏で共有すべきサービス・資源

広域的な地域ブロック内で共有すべきサービス・資源

全国的に共有すべきサービス・資源

２．将来の国土を支える
ネットワークのあり方
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将来の国土を支える道路ネットワーク体系（案）

円滑な交通の確保

災害等に対する信頼性確保

生活圏域間の機能の連携・相互補完C 生活圏域の中心都市間
の連絡

都市交通の円滑化に必要な交通容量確
保

都市部の交通円滑化とCO2排出削減

都市構造の改善・再編

D 大都市の環状道路

人口減少下における基本的サービス（医療、買
い物、公共サービス等）の共有

景観形成や魅力的な公共空間の提供

対アジアをはじめとする国際交流拠点と地域ブ
ロックとの経済交流の拡大・効率化

拠点都市の都市的サービス等を地域ブロック内
で広く共有

地域ブロック内の連携・交流による一体感の醸
成

広域物流の効率化

広域的な連携・交流による国土の一体化

地域ブロック間の資源・機能の相互補完

目的と意義

安全で円滑な日常的交通の確保

地域のニーズにあった空間機能

F 生活圏域の中心都市と周
辺都市・集落との連絡

拠点的な空港・港湾等への直結

国際海上コンテナ車の通行が可能

E 国際交流拠点アクセス

拠点都市からの日帰り圏の拡大

拠点都市への円滑なアクセス

災害等に対する信頼性確保

Ｂ 広域的な拠点都市と生

活圏域の中心的都市の連
絡

高速で定時性の高い交通機能

災害等に対する信頼性確保

Ａ 広域的な拠点都市間の
連絡

求められる機能ネットワーク構成要素
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目標サービス速度
100km/h以上

目標サービス速度
60～80km/h

A 広域的な拠点都市間

Ｂ 広域的な拠点都市と

生活圏域の中心的都市

Ｃ 大都市の環状道路

Ｄ 国際交流拠点アクセス

Ｅ 生活圏域の中心都市間

Ｆ 生活圏域の中心都市と

周辺都市・集落
安全・円滑な交通

地域に応じた交通機能と
空間機能のバランス

将来の国土を支える道路ネットワークに求められるサービス水準（案）

「二層の広域圏」の検討において設定された生活圏域

等の設定を参考に作成した東北地方のネットワーク
イメージ
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（２） 計画策定プロセスのあり方

広域道路整備基本計画

目的と位置付け

広域的な幹線道路網の整備を計画的に進めるため、関連する交通機関、交通拠点や地域拠
点をはじめ、国土利用、土地利用等との整合のとれた幹線道路網計画を策定

広域的な道路のマスタープランとして、策定時点での地域に整合した道路ネットワークの考え方

を整理したもの

対象となる広域道路

高規格幹線道路と一体的に機能する一般国道および主要な都道府県道等

計画に位置づけられた「広域道路」の一部を「地域高規格道路」として指定

策定手法

関係する道路管理者が協議・調整し、都道府県知事及び政令指定市長が策定。策定にあたっ
ては、有識者等による協議会等を設置するなど、広く各般の意見も踏まえる

策定経緯

平成４年～調査検討を開始

平成６年１月 策定

平成10年６月 見直し

現在、広域的な幹線道路ネットワークの計画としては、「広域道路整備基本計画」が存在
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広域道路整備基本計画の例（山梨県）

直轄国道と県道が
組み合わさって構成される

「新山梨環状道路」
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現行プロセスの課題

今後の国土形成計画等の議論を踏まえ、ネットワークの構成・サービス水準の考
え方を見直す必要

その際、以下のような改良すべき点があるのではないか

1. 新たに策定される国土形成計画（広域地方計画）など、上位計画と関連づけ
た計画とする

2. より広域な、例えばブロックレベルの計画とする

3. 将来のマスタープランのみでなく、中間的な整備目標など時間概念を導入し、
路線間のプライオリティを考慮した計画とする

4. 路線がネットワーク全体の中でどの構成要素にあたるかを基本として、必要
十分な構造に見直し、整備の効率化を促進する計画とする
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計画政策声明書

ＰＰＳ
（Planning Policy Statements ）

参考：英国の交通網計画体系

国
レベル

州･県
レベル

都市圏

レベル

地域空間戦略
ＲＳＳ

（Regional Spatial Strategy）

総合交通調査
ＭＭＳ

（Multi Modal Study）

地域交通戦略
ＲＴＳ

（Regional Transport Strategy）

パフォ ーマンスベース

計画
政策
方針 ﾌﾟﾛｸﾞﾗﾑ

評価・
調査 法定 任意

総合
分野

交通
分野

道路
分野

凡
例

地方交通計画
ＬＴＰ

（Local Transport Plan）

ＲＴＳのサンプル図

ＬＴＰのサンプル図

ＲＳＳのサンプル図

●策定主体：国
●対象範囲：全国
●計画内容：25分野にわたる都市計画の各種指針

※交通分野のＰＰＳは未策定

●根拠法：計画・強制収用法
（Planning and Compulsory Purchase Act）

●策定主体：RPB (Regional Planning Body) 
(地方支分局(Government Ofｆice)が協力 ) 

●対象範囲：地域（Region；イングランドは9つの Region
に分かれる）

●目標年次：20年
●計画内容：土地利用だけでなく、土地利用や開発

に関する交通、 環境、住宅、経済などの
地域の方針

●根拠法：計画・強制収用法
（Planning and Compulsory Purchase Act）

●策定主体：RPB (Regional Planning Body) 
(地方支分局(Government Ofｆice)が協力) 

●対象範囲：地域（Region；イングランドは9つの Region
に分かれる）

●目標年次：20年
●計画内容：道路、鉄道、公共事業などの交通全般の

長期計画

●根拠法：交通法
●策定主体：地方自治体（District）
●対象範囲：市町村（District）
●目標年次：5年
●計画内容：交通サービス全般の短期計画
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参考： 道路の機能・役割による分類

地方的な幹線道路網を構成

①市または人口５千人以上の町、②重要港湾・地方
港湾・漁港・飛行場、③主要な停車場、④観光地を
相互に連絡

都道府県道

高速自動車国道とあわせて全国的な幹線道路網を
構成する道路で以下の条件の一つ以上に該当

①国土を縦断し、横断し、又は循環して、都道府県
庁所在地その他政治上、経済上又は文化上特に重
要な都市を連絡

高速自動車国道又は①の国道と以下の地域・施設
を連絡

②重要都市又は人口10万人以上の市、③２以上の

市、④特定重要港湾、重要な飛行場、⑤国際観光上
重要な地

一般国道

市町村の区域に存する道路市町村道

高速自動車国道とは、自動車の高速交通の用に供
する道路で、全国的な自動車交通網の枢要部分を
構成し、かつ、政治・経済・文化上特に重要な地域を
連絡するものその他国の利害に特に重大な関係を
有するもの

高速自動車国道 高速自動車国道
L=7,363km (0.6%)

一般国道
L=54,084km (4.6%)

都道府県道
L=128,962km (10.9%)

市町村道
L=997,296km (83.9%)

（指定区間）

（指定区間外）

1億5098万台ｷﾛ
(7%)

4億8204万台ｷﾛ
(23%)

4億7483万台ｷﾛ
(23%)

9億8818万台ｷﾛ

(47%)

＜走行台ｷﾛ＞

（H11道路交通ｾﾝｻｽ値）

計
20億9604万台ｷﾛ

高規格幹線道路
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【道路法（第３条）上の分類】
【機能上の分類】1. 高速自動車国道 L=7,363km (0.6%)

2. 一般国道 L=54,084km (4.6%)

3. 都道府県道 L=128,962km (10.9%)

4. 市町村道 L=997,296km (83.9%)

延長計 L=1,187,705km

（指定区間外）
L=32,011km

（指定区間）
L=22,073km

地
域
高
規
格
道
路

【地域高規格道路】

・高規格幹線道路と一体となって規格の
高い幹線道路ネットワークを形成

・自動車専用道路もしくはこれと同等の

高い規格を有し、概ね60km/h以上の

走行サービスを提供

高速自動車国道

一般国道の自動車専用道路

L=14,000km （計画延長）

地域高規格道路は、道路のサービス対象エリアとは別に、路線に求められる機能・サービスレベル
に着目した道路の分類

地域高規格道路の機能は、今後の国土構造に対応したネットワーク論にも継承すべきもの

参考： 道路の機能上の分類（現行）

①【連携機能】通勤圏域の拡大や都市と農山村地域との連携の強化による地域集積圏の拡大を図る環状・放射道路

②【交流機能】高規格幹線道路を補完し、物資の流通、人の交流の活発化を促し地域集積圏間の交流を図る道路

③【連結機能】空港・港湾等の広域的交流拠点や地域開発拠点等との連絡道路

地域高規格

道路の機能
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<参考> 自立的地方ブロックの形成～ 『二層の広域圏』の提案（１）

・ 今後の地域づくりには、モビリティの向上と広域的な対応が必要
・ 競争力と地域の一体感と独自性を有する「二層の広域圏」で日本の新しい流れをつくる

『二層の広域圏』と交流・連携

出典 ：「二層の広域圏に資する総合的な交通体系に関する検討委員会」最終報告資料
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＜参考＞ 自立的地方ブロックの形成～ 『二層の広域圏』の提案（２）

・ 『地域ブロック』は、欧州の中規模一国に匹敵する600～1,000万人以上の人口規模を目安
・ 『生活圏域」は、日常生活の活動範囲となる交通1時間圏・人口30万人前後のまとまりが目安

出典 ：「二層の広域圏に資する総合的な交通体系に関する検討委員会」最終報告資料

『地域ブロック』のイメージ

地域グローバルゲートの成立に求められる集客人口等
が確保でき、多様な人材の育成、重層的で多彩な地域
社会の形成やマネーフローのダイナミズムも実現できる
可能性

『生活圏域』のイメージ

人口減少下にあっても、日常的に必要な都市的サービ
スが適切かつ効率的に享受でき、地域の振興を通じ安
定的な雇用の場も確保され、誇りを持って生活できる環
境を確保していくことが重要


